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　研究ノート

国際的な概念フレームワーク開発の方向性
　　報告実体　　

山　　内　　高 太 郎

はじめに

単一の国際的な会計基準の開発をもとめる社会的な要請は，国際的な資本

市場における資金調達や取引の拡大を背景に，証券監督者国際機構（IOSCO）

による国際会計基準（IAS）の承認以降，アメリカ会計基準と国際財務報告基

準（IFRS）との収斂，EU 域内における IFRS の強制適用，日本会計基準と

IFRS の収斂というように，IFRS を中心に展開されている。

単一の国際的な会計基準を検討するにあたり，アメリカ財務会計基準審議会

（FASB）と国際会計基準審議会（IASB）は，2004年に共同プロジェクトとし

て共通の概念フレームワークを開発する取り組みに着手した。その後，共同プ

ロジェクトによる概念フレームワークの開発は８つのフェーズにわけて行われ

ることとなり，2010年に両審議会は概念フレームワークの一部改訂を公表した。

しかし，リーマン・ブラザーズの経営破綻に起因する国際的な金融危機の影

響や両審議会の関係性の変化から共同プロジェクトは中断され，その後，両審

議会は，個別に残りの概念フレームワークの開発を再開し，IASB は2018年に

概念フレームワークを完成させ，FASB は開発を進めている。

本稿でとりあげる報告実体の概念は，共同プロジェクト以前の両審議会の概

念フレームワークにおいて明確な記述はなく，2005年に共同プロジェクトとし

て審議が始まったものである。共同プロジェクトの成果として，2008年に討議
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資料を，2010年には公開草案を両審議会が公表後，共同プロジェクトの中断

により報告実体の概念についても審議が中断されていたが，IASB は2018年に

完成させた概念フレームワークの第３章として報告実体の概念を含め，他方，

FASB は，概念フレームワークの第２章として報告実体の概念を含めるため，

2022年に公開草案を公表し，現在，審議を行っている。

本稿は，2010年に両審議会が共同で公表した報告実体の概念についての公開

草案と IASB が2018年に完成させた概念フレームワークにおける報告実体の概

念についての記述および FASB が2022年に公表した報告実体の概念について

の公開草案をとりあげ，これらの中で示されている報告実体の概念の論理や概

念フレームワークにおける位置づけの考察を通して，両審議会の共同プロジェ

クト中断後の概念フレームワーク開発の方向性について考察を行うものである。

1．FASBにおける概念フレームワークの開発状況

現在のアメリカの会計基準設定主体である財務会計基準審議会（Financial

Accounting Standards Board : FASB）は，1973年に設立された。FASB は，

基準開発においてデュー・プロセス（due process）と呼ばれる基準開発手続

きをもっており，アジェンダ（agenda）として取り上げられた議題ごとに基

準開発を行っている。

概念フレームワークは，会計基準のように強制力をもつものではなく既存の

会計基準に変更をもとめるものでもないが，個別基準の審議や開発された基準

間での矛盾を減らすために基礎的な考えや用語の定義などを示すものであると

ともに，そこで示される考え方は既存の実務や会計基準を合理化し，将来，新

たに生じる経済事象に対する会計基準開発において役立てられることとなる。

FASB は，1978年に最初の概念フレームワークである財務会計概念ステイト

メント第１号「営利企業の財務報告の目的」を公表して以降，2000年に公表し

た財務会計概念ステイトメント第７号「会計測定におけるキャッシュ・フロー

情報および現在価値の利用」まで７つの概念フレームワークを単独で開発した。

2002年に FASB は，国際会計基準審議会（International Accounting Stan-
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dards Board : IASB）とノーウォークでアメリカ会計基準と国際財務報告基準

（International Financial Reporting Standards : IFRS）を国内およびクロスボー

ダーにおける財務報告で用いられる高品質で，互換性（compatible）のある基

準とすることに合意し1，2004年に IASB と FASB は，共同プロジェクトのひと

つとして両審議会の概念フレームワークを改訂する作業を開始した。その後，

共同プロジェクトを進行する上でのロードマップが示され，概念フレームワー

ク改訂の共同プロジェクトは，プロジェクトを A から H の８つのフェーズに

わけて進められることとなった2。

両審議会は，概念フレームワーク改訂の共同プロジェクトの成果として，

2010年にそれぞれの概念フレームワークの一部を改訂し，両審議会共通の内容

となる新たな概念フレームワークを公表した3。この取組によって，両審議会の

概念フレームワークの一部を共通のものとすることに成功したが，その後，概

念フレームワーク改訂の共同プロジェクトは，他のプロジェクトに集中するた

めに中断されることとなった。

FASB は，共同プロジェクトとは別に複数のステークホルダーからの要請

によって2009年に開示フレームワークのプロジェクトをアジェンダに追加し，

2012年に討議資料「開示フレームワーク」を公表した4。その後の検討において，

2014年１月，FASB は，中断していた概念フレームワーク改訂プロジェクトを

単独で再開することを決定し，同年３月に2012年の討議資料へのコメントに対

する FASB の見解を示すものとして公開草案「財務報告の概念フレームワー

ク第８章『財務諸表への注記』」を，2016年には公開草案「概念ステイトメン

ト第８号－財務報告の概念フレームワーク 第７章『表示』」を公表している。

これらの公開草案は，2018年に財務会計概念ステイトメント第８号「財務報告

の概念フレームワーク 第８章『財務諸表への注記』」，2021年に財務会計概念

ステイトメント第８号「財務報告の概念フレームワーク 第７章『表示』」とし

て現在の FASB の概念フレームワークを構成している。

その後，FASB は，2020年に公開草案「概念ステイトメント第８号，財務報

告の概念フレームワーク 第４章『財務諸表の構成要素』」を公表し，2021年に

概念ステイトメント第６号にかわるものとして財務会計概念ステイトメント第
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８号「財務報告の概念フレームワーク　第４章『財務諸表の構成要素』」とした。

これによって FASB の概念ステイトメント第８号は，１章，３章，４章，７章，

８章が完成したことになり，現行の FASB の概念フレームワークは，認識お

よび測定について述べられている概念ステイトメント第５号，現在価値の利用

などについて述べられている概念ステイトメント第７号および概念ステイトメ

ント第８号によって構成されており，残りの概念フレームワーク改訂プロジェ

クトにおける検討事項は，「測定」，「認識および認識中止」，「報告実体」となっ

ている。

2．公開草案「概念ステイトメント第８号，財務報告の概念フレー

ムワーク 第２章『報告実体』」

報告実体（reporting entity）の概念は，それまでの FASB の概念ステイト

メントではそれ自体についての記述がなく，報告実体の概念についての検討は，

FASB と IASB の概念フレームワーク改訂の共同プロジェクトとして2005年に

審議が開始された。

FASB は，IASB との概念フレームワーク改訂の共同プロジェクトの審議過

程において，2008年に討議資料「改善された財務報告の概念フレームワークに

ついての予備的見解 報告実体」，2010年に公開草案「財務報告の概念フレーム

ワーク 報告実体」（以下，ED2010）を公表している。

その後，FASB と IASB の共同プロジェクトが中断したことで，FASB では

報告実体の概念について審議がされていなかったが，2022年，FASB は報告実

体の概念について審議を再開し，同年に「概念ステイトメント第８号，財務報

告の概念フレームワーク第２章『報告実体』」（以下，ED2022）を公表した。

（１）　報告実体の概念の必要性

ED2022で提案されている報告実体の概念は，FASB の概念ステイトメント

第８号の第２章となるものであり，報告実体の識別に関する事項（matters）

についてフレームワークを提供するとともに報告実体の現在および潜在的な投
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資者（existing and potential investors），融資者（lenders），寄付者（donors），

他の資源提供者（other resource providers）のために，財務報告の目的に合致し，

より理解しやすい情報となるような基準開発のフレームワークを審議会に提供

するものとされている5。

また，報告実体の概念は，概念ステイトメント第８号の第１章，パラグラフ

OB １で述べられている概念フレームワークの基礎をかたちづくるもののひと

つであり，パラグラフ OB ２の「一般目的の財務報告の目的（the objective of

general purpose financial reporting）は，現在および潜在的な投資者，融資者，

他の債権者が実体への資源提供について意思決定を行う際に有用な，報告実体

についての財務情報を提供することである。」という記述と関連するものである。

つまり，報告実体の概念は，概念フレームワークで述べられている一般目的

の財務報告の目的の達成という論理との一貫性を保つために必要と考えられ，

パラグラフ OB ２で述べられるように実体への資源提供についての意思決定を

行う資源提供者が有用とする財務情報を報告する実体の領域（area）を定める

ものとなる。報告実体の領域が不明確であることによる問題は，連結財務諸表

の作成における連結の範囲に関わるだけでなく，例えば，企業経営の多角化や

事業編成の見直しによって事業部門の一部が売却され共同経営される場合など

において，売却された事業部門の一部についての財務情報は，売却した企業と

購入した企業のどちらが報告するのかといった場合などで生じる。

（２）　2022年公開草案における報告実体の概念

ED2022では，「報告実体は，現在および潜在的な投資者，融資者，他の資源

提供者が実体への資源提供について意思決定を行う際に有用となる一般目的の

財務報告によって表すことができる経済活動（economic activities）の区切ら

れた領域（a circumscribed area）である6。」と述べられており，報告実体は，

次の３つの特徴をもつとされる7。

a.　実体の経済活動が行われている（have been conducted）。

b.　これらの経済活動が，他の実体の経済活動と識別することができる（distinguished）。
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c.　一般目的の財務報告における財務情報が区切られた領域における実体の経済活動を

誠実に表現8（faithfully represents）しており，実体への資源提供についての意思決

定に有用である。

ここであげられる３つの特徴は，資源提供の意思決定の有用性と関連付けて

説明されている。実体へ資源を提供することを考えている資源提供者は，資源

提供のリターンを考えるなど評価を行うために提供した資源を用いて経済活動

を行う領域内にある実体すべてに関する財務情報を必要としている。例えば，

ある企業に資源を提供したが，その資源はその企業だけでなくその経済活動に

関わる複数の企業によって利用される場合，資源提供者の意思決定は，資源提

供した企業の財務情報のみでは十分な評価を行うことができない。このため，

どの実体が財務報告を行うかということは，意思決定に影響を及ぼすこととな

るため，まず，財務報告を行う実体の領域を識別する，つまり他の実体の経済

活動との境界を明確にすることが必要となる。

ED2022の提案では，報告実体は，現在，経済活動を行っており，報告実体

の経済活動と他の実体の経済活動とを識別できることが必要とされる。こうし

て区切られた領域における実体の経済活動を誠実に表現した財務情報が，実体

への資源提供についての意思決定に有用かどうかで，その境界が決定されるこ

ととなる。その上で，区切られた領域の経済活動を誠実に表現する財務諸表の

完全なセットを含む一般目的の財務報告を行うことで，一般目的の財務報告の

目的を達成することができるとされる9。

また，経済活動の境界を明確にする場合，法的な実体（legal entity）であ

るかどうかは必要ではなく，報告実体は，単一の実体である場合の他に複数の

実体を含む場合や単一の実体の一部である場合もあるとしている10。

（３）　連結財務諸表，親会社のみの財務諸表の必要性

ED2022では，「経済活動の区切られた領域において親子会社関係が含まれる

ならば，区切られた領域の経済活動を誠実に表現した連結財務諸表の完全な

セットは，一般目的の財務報告の目的に合致する必要条件を満たす11。」とい
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うように連結財務諸表の必要性について一般目的の財務報告の目的と関連付け

て説明されている。ただし，親子会社関係が存在する状況における連結の例外

規定は，概念レベルではなく会計基準のレベルで行われるとしている12。

また，親会社のみの財務諸表については，親子会社関係を含む報告実体の経

済活動を完全に描写しないため，一般目的の財務報告の目的に合致しないとし

ているが，特定の状況においては有用な情報を提供する可能性があることを示

唆し，連結財務諸表の完全なセットの補足情報として役立つかもしれないとし

ている13。

（４）　2022年公開草案におけるこの他の論点

ED2022では，上述した内容の他に，子会社や支店，事業部といった実体の

一部を区切られた領域として報告実体とすることが提案されている14。

また，結合財務諸表（Combined Financial Statements）は，親子会社関係

が存在しない状況を含む共通支配（common control）下にある複数の実体を

適切に叙述する（appropriately depict）ことができ，結合財務諸表の完全なセッ

トは一般目的の財務報告の目的と合致することが述べられている15。

（５）　2022年公開草案における質問と回答者のコメント

ED2022では，①パラグラフ RE ４および RE ５の記述と報告実体の特徴に

賛成するか，②連結財務諸表の完全なセットが，一般目的の財務報告の目的を

達成することの必要条件となることに賛成するか，③親会社のみの財務諸表は，

一般目的の財務報告の目的を達成するために十分条件でないことに賛成するか，

④実体の一部が，報告実体を表す（represent）ことができることに賛成するか，

⑤結合財務諸表は，親子会社関係が存在しない状況を含む共通支配の下にある

複数の実体を適切に叙述する（depict）ことに賛成するかという５つの質問が

示され，賛成しない場合は，その理由の説明を求めている16。

ED2022へのコメントは2023年１月16日に締め切られ，FASB に13通のコメ

ントが寄せられている。コメントの大半は，公認会計士や監査法人によるも

のとなっているが，財務管理者協会の企業報告委員会（Financial Executives
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International’s (FEI) Committee on Corporate Reporting (CCR)）や公認会計

士で研究者の Louella Moore も意見を寄せている。コメントの大半は，FASB

の提案に概ね賛成するものとなっているが，Louella Moore は反対意見を示し

ている17。

3．IASBの概念フレームワークにおける報告実体の概念の開発

IASB は，FASB との概念フレームワーク改訂の共同プロジェクト中断後，

2011年に IASB が実施したアジェンダに関する公開協議の意見をうけて，2012

年に IASB は単独で概念フレームワーク改訂プロジェクトを再開することを

決定し，2013年に討議資料「財務報告の概念フレームワークの見直し」，2015

年に公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク」を公表し，審議の結

果，2018年「財務報告に関する概念フレームワーク」（以下，CF2018）を公表

した18。

CF2018は８章からなり，2010年に IASB と FASB の共同で公表した概念フ

レームワークの一部改訂の内容を基本的に引き継いだ第１章「一般目的の財務

報告の目的」と第２章「有用な財務情報の質的特性」，IASB が単独で新たに

開発した第３章「財務諸表と報告実体」，第４章「財務諸表の構成要素」，第５

章「認識および認識の中止」，第６章「測定」，第７章「表示および開示」，こ

れに従来の IASB の概念フレームワーク（1989年公表）の内容をそのまま引き

継いだ第８章「資本および資本維持の概念」という構成となっている。

報告実体の概念は，CF2018の第３章「財務諸表と報告実体」で述べられて

おり，FASB と共同で公表した ED2010および IASB 単独で公表した2015年の

公開草案の内容やこれらへのコメントをふまえて審議された結果，開発された

ものである。

CF2018の第３章では，概念フレームワークの論理の一貫性や完成が遅れる

ことへの懸念から概念フレームワークで取り上げる財務報告は財務諸表におい

て提供される情報に限定している19。その上で，「財務諸表は，取引および他の

事象について，実体の現在のまたは潜在的な投資者，融資者または他の債権者
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の特定の集団の視点（perspective）からではなく，報告実体全体としての視

点から見た情報を提供する20。」としている。

この記述は，IASB の概念フレームワークの第１章における「一般目的の財

務報告の目的は，現在および潜在的な投資者，融資者，他の債権者が実体への

資源提供に関する意思決定を行う際に有用な，報告実体についての財務情報を

提供することである21。」という財務報告の目的と関連するものであり，財務

報告は特定の情報利用者のニーズにあわせて行うものではなく多様な情報利用

者のニーズを満たすことができるものであるとともに，所有と経営の分離が進

んだ現在において，報告主体は個人事業主のように持分投資者ではなく，企業

といったように実体が行うものであるという考えが示されたものである22。

さらに，これまでの概念フレームワークと同じく継続企業（going concern）

を前提としており，財務諸表は，予見可能な将来にわたり営業を継続するとい

う前提で作成されることが述べられている23。

CF2018では，報告実体について「報告実体は，財務諸表の作成を要求され

るかまたは選択する実体である。報告実体は，単一の実体である場合もあれば，

ある実体の一部である場合もあり，また，複数の実体で構成される場合もある。

報告実体は，必ずしも法的な実体（legal entity）ではない24。」と述べている。

また，報告実体の適切な境界（appropriate boundary）の決定については，法

的な実体ではなく，親子会社関係で結ばれた法的な実体のみで構成されていな

い場合は，境界の決定が困難であることがあるとしつつもこうした場合の境界

の決定は，報告実体の財務諸表の主要な利用者（primary users）の情報ニー

ズによる（driven）とされる。また，こうした利用者は，表そうとすることを

誠実に表現する目的適合的な情報（relevant information）を必要とするとして，

誠実な表現となるためには以下に示したことが必要であると述べられている25。

(a)　報告実体の境界が，恣意的または不完全な経済活動のセットを含んでいない（contain）。

(b)　報告実体の境界の中にある経済活動のセットを含めることが，中立的な情報となる。

(c)　記述が，報告実体の境界が，どのように決定されたのかおよび何が報告実体を構成

しているのかを提供している。
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このように IASB の概念フレームワークにおける報告実体は，法的なものに

限らず，単一実体，実体の一部，複数の実体である場合が想定されており，そ

の境界は，情報利用者が必要とする情報を提供するという観点から決められ

ることとなる。また，情報利用者に必要とされる情報は，目的適合性があり，

誠実に表現されていることが必要とされ，報告実体の境界の決定においては，

IASB の概念フレームワークの第２章で述べられている誠実な表現の質的特性

のうち完全性26と中立性27の側面が重要であるとされている28。

4．FASBとIASBの報告実体の概念開発の展開

（１）　2010年公開草案における報告実体の概念

2010年，FASB と IASB は，概念フレームワークを改訂する共同プロジェ

クトの成果として ED2010を公表した。この公開草案は，上述した FASB の

ED2022や IASB の概念フレームワーク第３章の開発に影響を及ぼしたもので

ある。

ED2010では，報告実体の概念を開発する理由として，IASB の前身である

国際会計基準委員会（IASC）が1989年に公表した概念フレームワークである「財

務諸表の作成および表示に関するフレームワーク」のパラグラフ８において「報

告実体は，実体についての財務情報の主要な源泉として財務諸表に依拠する利

用者がいる実体である。」と定義されていることと，FASB の財務会計概念ス

テイトメントでは，報告実体の定義やそれを識別する方法についての議論がな

かったことをあげている29。その上で，報告実体を記述するのは，財務報告の

目的との一貫性のためであり，財務報告の目的を達成するために報告実体を識

別することが必要であると述べている30。

ED2010で提案された報告実体の概念は，「報告実体は，実体への資源提供

について意思決定，およびその実体の経営者や理事会（management and the

governing board）が提供された資源の効率的で効果的な使用をしているかど

うかについて評価を行ううえで，必要な情報を直接的に得ることができない現

在および潜在的な持分投資者（equity investors），融資者，その他の債権者に
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有用となる可能性をもつ（the potential）財務情報をもつ経済活動の区切られ

た領域（circumscribed area）である31。」というものであり，報告実体は次の

３つの特徴をもつことが報告実体を識別するための十分条件とは限らないが，

必要条件であるとしている。

a.　実体の経済活動が，行われている（counduct），行われてきている，または行うつ

もりである。

b.　これらの経済活動は，他の実体の経済活動および実体が存在する経済環境から客観

的に識別することができる。

c.　実体の経済活動についての財務情報は，実体に提供する資源についての意思決定を

する際に，および経営者や理事会が提供された資源の効率的で効果的な使用をして

いるかどうかについて評価を行ううえで有用である可能性をもっている。

また，ED2010では報告実体は，法的な実体であることは必要条件でも十分

条件でもなく，複数の実体を含むこともあれば，単一の実体の一部であること

もあるとしている32。

ED2010は，2008年の討議資料へのコメント等をふまえて公表されたもので

あり，討議資料における報告実体の記述である「現在および潜在的な持分投資

者，融資者，他の資本提供者（other capital providers）の関心（interest）の

あるビジネス活動（business activity）の区切られた領域」について，報告実

体は法的な実体として構成されるビジネス活動に限定されるべきではないとい

う多くのコメントをふまえて，この概念を非営利活動にも適用することを想定

してビジネス活動を経済活動に変更している。また，関心の性質を明確にする

ことが求められたことから，意思決定や評価といった具体的な記述に変更され

ている33。

（２）　FASB における報告実体の概念の記述の変化

FASB の ED2022と ED2010で提案された報告実体の概念における共通点は，

資源提供者の意思決定に有用であり，役立つことを目的としている点と，「経



176 高知論叢　第124号

済活動の区切られた領域」という記述があることである。IASB の概念フレー

ムワークでは，「区切られた領域」という用語は曖昧であるという理由から削

除され，個別に報告実体の境界についての記述が行われているが，FASB は報

告実体をその対象の存在ありようとして表すのではなく，実体が行う経済活動

の領域を区切ることによるものと記述することで，経済活動に注目した概念を

展開しようとしていると考えられる。

こうした共通点に対し，この２つの公開草案の相違点は，ED2010では資源

提供者が提供した資源を利用する経営者や理事会を評価するためというように

具体的な内容を示していたのに対し，ED2022ではそうした記述がなくなった

ことから抽象的な表現に変更されたといえる。また，ED2022では，「一般目的

の財務報告」という記述が追加され，特別な目的のための財務報告ではないこ

とを示すとともに，FASB の概念フレームワークの他の章（とくに第１章や第

７章）との記述との論理の一貫性を意識したものとなっている。

こうした報告実体の概念を示した上で，いずれの公開草案も３つの特徴

を持つことを示しているが，そこで示される報告実体の特徴の変化として，

ED2022では現在の活動に限定するとともに，他の実体の経済活動との識別を

のこしつつも客観的という用語を削除している。このことは，報告実体は，そ

れ自体で決定されるものではなく，他の活動との識別によって決定されるとい

う考えの表れだと考えられる。さらに，３つの目の特徴では，いずれの公開草

案も資源提供についての意思決定有用性が示されているという点では共通して

いるが，ED2022では「経済活動を誠実に表現している」という用語が加えら

れている。このことは，概念フレームワークの論理の一貫性を考慮していると

いうことの他に，資源提供者の意思決定有用性のみでその境界が決定されるも

のではないことを示していると考えられる。

（３）　IASB における報告実体の概念の記述の変化

IASB 単独での報告実体の概念の開発において，ED2010であげられた報告

実体の３つの特徴のうち c. のみが報告実体の境界を決定するうえで役割を果

たすと結論づけ，a. と b. を削除している。これは，a. については，経済活動
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を行ったことがない，今後も行わないであろう実体の財務諸表は，財務諸表利

用者に有用な情報を提供する可能性が低いと考えられ，b. については，「区切

られた領域」および「客観的に区別される」という用語が曖昧であり，不明確

であることが問題とされたためである34。

2015年に IASB が公表した公開草案では，「報告実体は，一般目的の財務諸

表の作成を選択するかまたは要求される実体である。報告実体は，必ずしも法

的な実体ではない。実体の一部である場合もあり，また，複数の実体で構成さ

れる場合もある35。」と述べられ，報告実体の境界については，支配の観点か

ら決定することができ，報告実体の中に含まれる経済活動のセットを記述する

必要があり，報告実体が法的な実体ではない場合は，報告実体の境界は，報告

実体の財務諸表が現在および潜在的な投資者，融資者，他の債権者にとって目

的適合性のある財務情報を提供し，実体の経済活動を誠実に表現するような方

法で財務諸表をセットにするため必要となると提案された36。

2015年の公開草案に対するコメントにおいて，報告実体を何が構成するのか

について十分に制限していないことが，恣意的な集合体について財務諸表が作

成されることにつながるという懸念が示されたことで，報告実体の境界の決定

に重点をおいて議論がされることとなった37。

このように IASB の概念フレームワークでは，ED2010以降，報告実体の概

念は，財務諸表作成者の恣意性を排除し情報利用者に誤解をあたえないように，

あいまいな表現を削除するとともにその内容を限定的にしてきたといえる。と

くに，報告実体の境界の決定については，概念レベルにおいて報告実体の境界

がどのように決定されたのかの説明に加えて，報告実体を何が構成しているの

かについて記述することを求めている38。

（４）　FASB と IASB の報告実体の概念開発の展開

2010年に FASB と IASB が公表した概念フレームワークは，両審議会の共

同プロジェクトの成果であり，一般目的の財務報告の目的，つまり，実体への

資源提供に関する意思決定に有用な情報を現在および潜在的な投資者，融資者，

他の債権者へ財務情報を提供することを起点として有用となる情報の質的特性
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についての共通の考え方を開発し，それぞれの概念フレームワークの中に合意

した内容を取り込んだことにあるといえる。

両審議会が合意した財務情報の基本的な質的特性は，目的適合性と誠実な表

現という概念を中心にすえたものとなっている。これまでの信頼性にかえて誠

実な表現としたことは，現行の会計基準の合理性について論理的な補強をする

とともに，今後の会計基準開発においてこれまで包摂し得なかった事象を取り

込むことを可能とする一方で，その情報の適切性をどのように担保するのかと

いった懸念を引き起こすこととなった。

本稿で取り上げた報告実体の概念は，FASB では財務会計概念ステイトメン

ト第８号の第２章に位置づけられ，第１章「一般目的の財務報告の目的」と第

３章「有用な財務情報の質的特性」をつなぐものであり，その内容によっては

第３章以降との論理的な一貫性や内容の理解に影響を及ぼすものとなる。他方，

IASB の報告実体の概念は，IASB の概念フレームワークの第３章「財務諸表

と報告実体」の中で述べられ，財務報告を扱った第１章，有用な財務情報の質

的特性を示している第２章と異なり，財務報告のうち財務諸表に限定すること

を示し，単独で開発した財務諸表についての概念の起点として位置づけられる。

FASB が公表した ED2022では，パラグラフ RE2. において「報告実体の概

念は，一般目的の財務報告の文脈において開発されたものであった。」と述べ

たうえで，「この概念ステイトメントの第７章『表示』で定義される一般目的

の財務報告は，現在および潜在的な資源の提供者が資源配分の決定を行ううえ

で助けとなる報告実体について有用な財務情報を提供することである。…筆者

中略…一般目的の財務報告の構成要素（component）である財務諸表の完全な

セットは，報告実体が，一般目的の財務報告の目的を達成する財務報告を提供

する主要な方法である。」としている。また，FASB の財務会計概念フレーム

ワークの第７章「表示」のパラグラフ PR4. では，「『一般目的』は，『すべての

目的』を意味しないし，財務諸表がすべての資源提供者もしくは他の可能性の

ある利用者を等しく満足させるものとは限らない。」としている。

このことから FASB の概念フレームワークにおける論理的な展開は，IASB

の概念フレームワークと同じく，多様な財務報告に対応するものではなく基本
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的に財務諸表を用いた財務報告を対象とした概念であることを示していると考

えられる。

現在の財務報告は，実体のひとつである営利企業が行っている財務報告をみ

てみると，財務諸表に限らず多様な方法で財務報告を行っており，とくに近年，

非財務情報の重要性や有用性が増していることから財務情報以外の情報につい

ての報告が行われている。FASB や IASB の概念フレームワークの改訂は，こ

うした情報を包摂し得ないと考えられることから将来生み出される経済事象や

取引について包摂することを意図しているというよりも，現行の会計基準の論

理的な補強に重点がおかれていると考えられる。

おわりに

FASB と IASB の概念フレームワークにおいて報告実体の概念が必要とされ

た理由は，各審議会のこれまでの概念フレームワークにおける報告実体の概念

が不明確であり，そのことが概念フレームワークの論理的な一貫性に問題を生

じさせていると考えられたためである。

FASB と IASB のそれぞれの概念フレームワークでは，最初に一般目的の財

務報告の目的が示され，一般目的の財務報告の目的を達成するために，有用な

財務情報の基本的な質的特性として目的適合性と誠実な表現を中心にすえ，こ

の２つの概念をそれぞれ支える概念をあげている。

このうち，本稿では誠実な表現と記した faithful representation は，法的形

式にとらわれることなく経済現象を誠実に表現することをもとめており，完璧

な誠実な表現となるためには，完全で，中立的で，誤謬がないということを必

要としている。

報告実体の概念を概念フレームワークに加えるにあたって，概念フレーム

ワークの論理的な一貫性を高めるために一般目的の財務報告の目的に合致する

ことや経済活動を誠実に表現することが強調されている。このことから報告実

体の概念の概念フレームワークにおける位置づけを論理一貫性の強化するもの

ととらえることができる。
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しかし，概念フレームワークの本質的な意味は，会計基準の開発を支援し，

概念に基づき開発された会計基準が実務を合理化するという点にある。報告実

体の概念は，経済活動の境界を決定するというものであることから，この概念

をこれまでの境界を合理化するために用いるだけでなく，これまでとは異なる

境界の合理化を図るために用いるのであるならば，今後の財務報告を大きく変

える可能性があると考えられ，重要な概念といえるかもしれない。そのために

は，概念フレームワークと個別の会計基準の開発と適用の関係についての考察

が必要と考えるが，現段階では，FASB は公開草案ということもあり今後の課

題としたい。
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